
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
十
四
号

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
選
挙
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会
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示
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二
十
四
号
の
公
布
公
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一

○
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
の
公
布
公
告	

八

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

	

九

　

を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

	

九

　

職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	

九

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

九

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定	

一
三

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

◉　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
の
公
布
公
告

　

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
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員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

　
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日
執
行
の
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。
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成
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十
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年
三
月
十
四
日
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梨
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成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

二

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派 無所属

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 1,275,000

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 2,835,666

国民民主党山梨県総支部連合会 政党支部 2,000,000 選挙事務所費 2,100,600
後藤斎後援会 政治団体 7,066,202
立憲民主党山梨県連合 政党支部 500,000 集合会場費 735,066

通信費 215,269

交通費 161,762

印刷費 3,589,200

広告費 2,981,426

文具費 33,708

食糧費 670,065

休泊費 0

雑　 費 2,217,205

その他の寄附 １件 4,246

その他の収入 5,000,000

今回計 14,570,448 今回計 13,979,301

前回計 0 前回計 0

総　 計 14,570,448 総　 計 13,979,301

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年２月１１日 第１回　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 702,650
ポスターの作成 1,315,560

計 2,018,210

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

後藤　斎
期間

平成３０年１０月　９日から

第１回分
大森　哲男 平成３１年　２月　８日まで



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

三

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派 無所属

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 740,000

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 1,478,142

塚越　由花 無職 1,000,000 選挙事務所費 1,000,000
金井　博 会社役員 1,000,000
松木　謙公 会社役員 1,000,000 集合会場費 478,142
渡邊　恭久 会社役員 200,000
永野　幸司 会社役員 229,568 通信費 672,758
福間　久美子 無職 100,000
宮岡　宏美 無職 100,000 交通費 65,662
野村　洋子 無職 100,000
田草川　光伸 会社員 100,000 印刷費 5,176,234

広告費 1,447,640

文具費 215,084

食糧費 425,070

休泊費 7,500

雑　 費 1,627,646

その他の寄附 ０件 0

その他の収入 8,300,000

今回計 12,129,568 今回計 11,855,736

前回計 0 前回計 0

総　 計 12,129,568 総　 計 11,855,736

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年２月８日 第１回　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 0
ポスターの作成 0

計 0

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

鈴木　晴信
期間

平成３０年　９月　３日から

第１回分
岡部　正直 平成３１年　２月　８日まで
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第
十
四
号　
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年
三
月
二
十
五
日

四

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派 無所属

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 2,880,000

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 4,744,083

長崎幸太郎後援会（幸太郎クラブ） 政治団体 22,000,000 選挙事務所費 2,928,300

集合会場費 1,815,783

通信費 483,713

交通費 441,740

印刷費 4,270,466

広告費 1,184,949

文具費 96,526

食糧費 516,316

休泊費 340,418

雑　 費 415,843

その他の寄附 ０件 0

その他の収入 0

今回計 22,000,000 今回計 15,374,054

前回計 0 前回計 0

総　 計 22,000,000 総　 計 15,374,054

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年２月８日 第１回　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 702,650
ポスターの作成 1,246,320

計 1,948,970

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

長崎　幸太郎
期間

平成３１年　１月　１日から

第１回分
秋山　祥司 平成３１年　２月　８日まで



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

五

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派 無所属

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 0

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 441,007

選挙事務所費 441,007

集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 1,617,720

広告費 432,000

文具費 0

食糧費 0

休泊費 0

雑　 費 0

その他の寄附 ０件 0

その他の収入 0

今回計 0 今回計 2,490,727

前回計 22,000,000 前回計 15,374,054

総　 計 22,000,000 総　 計 17,864,781

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年２月２０日 第２回　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 0
ポスターの作成 0

計 0

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

長崎　幸太郎
期間

平成３１年　２月　９日から

第２回分
秋山　祥司 平成３１年　２月２０日まで



山
梨
県
公
報
号
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第
十
四
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平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

�

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派
明るい民主県
政をつくる会

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 340,000

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 97,000

明るい民主県政をつくる会 政治団体 222,908 選挙事務所費 97,000
日本共産党山梨県委員会 政党支部 85,120
清水　優子 団体職員 70,000 集合会場費 0
山下　明美 団体職員 70,000
榊原　美由紀 団体職員 100,000 通信費 25,000
豊木　桂子 団体役員 100,000

交通費 0

印刷費 73,720

広告費 5,400

文具費 0

食糧費 87,910

休泊費 6,800

雑　 費 12,198

その他の寄附 ０件 0

その他の収入 0

今回計 648,028 今回計 648,028

前回計 0 前回計 0

総　 計 648,028 総　 計 648,028

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年２月８日 第１回　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 0
ポスターの作成 0

計 0

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

花田　仁
期間

平成３１年　１月　８日から

第１回分
遠藤　隆 平成３１年　１月２６日まで



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

七

１　選挙の種類　　平成３１年１月２７日執行　山梨県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　（法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

候補者氏名 所属党派
明るい民主県
政をつくる会

出納責任者氏名

収入 支出 （円）

主たる寄附 人件費 0

氏名（団体名） 職　　業 家屋費 0

明るい民主県政をつくる会 政治団体 373,896 選挙事務所費 0

集合会場費 0

通信費 0

交通費 0

印刷費 373,896

広告費 0

文具費 0

食糧費 0

休泊費 0

雑　 費 0

その他の寄附 ０件 0

その他の収入 0

今回計 373,896 今回計 373,896

前回計 648,028 前回計 648,028

総　 計 1,021,924 総　 計 1,021,924

円
円
円

　　　　　　　　　平成３１年３月７日 第２回

計 0

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

29,087,200

花田　仁
期間

平成３１年　１月２７日から

第２回分
遠藤　隆 平成３１年　３月　７日まで

　　　　報告書受理年月日 報告分

 寄 附 額 （円）

支出のうち公費負担相当額

項 目 金 額
ビラの作成 0
ポスターの作成 0



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

八

◉　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
の
公
布
公
告

　

次
の
と
お
り
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
公
布
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

　

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日
執
行
の
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る

異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ　
　

　
　
　

決　
　

定　
　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
調
布
市
入
間
町
二
丁
目
二
十
九
番
地
二
十
二　

異
議
申
出
人　
　

平　
　

原　
　

行　
　

人　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
国
分
寺
市
東
元
町
四
丁
目
三
番
十
号　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

笠　
　

原　
　

一　
　

郎　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
立
川
市
柴
崎
町
二
丁
目
十
番
十
八
号　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　

伊　
　

藤　
　

国　
　

治　
　

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
新
吉
田
東
�
丁
目
四
十
二
番
十
�
号

同　
　
　
　
　
　

堀　
　

川　
　

清　
　

美　
　

　

右
異
議
申
出
人
（
以
下
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
日
け
で
提
起

さ
れ
た
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日
執
行
の
山
梨
県
知
事
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
（
以
下
「
本
件
異
議
の
申
出
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

と
お
り
決
定
す
る
。

　
　
　

主　
　

文

　

申
出
人
に
よ
る
本
件
異
議
の
申
出
を
却
下
す
る
。

　
　
　

異
議
の
申
出
の
要
旨

　

申
出
人
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定
を
求
め
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。

一　

山
梨
県
民
以
外
に
も
異
議
申
出
の
資
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二	　

開
票
所
に
お
い
て
、
五
百
票
バ
ー
コ
ー
ド
票
に
よ
る
票
の
集
計
に
誤
作
動
及
び
不
正
の
疑

　

い
が
あ
り
、
バ
ー
コ
ー
ド
票
の
デ
ー
タ
と
実
際
の
得
票
数
が
異
な
っ
て
い
る
。

三	　

他
の
選
挙
の
事
例
に
お
い
て
期
日
前
投
票
箱
の
中
身
が
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
疑
い
が
あ

　

り
、
本
件
選
挙
に
お
い
て
も
、
夜
間
に
何
者
か
が
期
日
前
投
票
箱
の
中
身
を
す
り
替
え
て

　

い
る
疑
い
が
あ
る
。

四　

そ
の
他
、
他
の
選
挙
の
事
例
等
に
よ
り
本
件
選
挙
が
信
頼
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

理　
　

由　

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）	

第
二
百
�
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
は
、
「
そ
の
当
選

の
効
力
に
関
し
不
服
が
あ
る
選
挙
人
又
は
公
職
の
候
補
者
」
が
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
「
選
挙
が
選
挙
区
ご
と
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

そ
の
選
挙
区
の
選
挙
に
参
加
し
う
る
権
利
を
有
す
る
者
に
そ
の
結
果
の
違
法
を
主
張
す
る
途
を

与
え
、
も
つ
て
選
挙
に
関
す
る
法
規
の
適
用
の
客
観
的
適
正
を
期
し
て
い
る
法
意
で
あ
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
（
昭
和
三
十
九
年
二
月
二
十
�
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
）
と
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
と
は
、
山
梨
県
民
で
あ
る
こ
と
を
要

す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

申
出
人
は
、
山
梨
県
民
以
外
に
も
異
議
申
出
の
資
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
す

る
が
、
当
委
員
会
の
調
査
の
結
果
、
申
出
人
は
本
件
選
挙
の
選
挙
人
で
あ
っ
た
者
は
一
人
も
認

め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
い
ず
れ
も
本
件
選
挙
に
係
る
公
職
の
候
補
者
で
は
な
い
た
め
、
公
職
選
挙

法
第
二
百
�
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
申
出
人
に
よ
る
本
件
異

議
の
申
出
は
不
適
法
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ　
　

　
　
　

教　
　

示

　

公
職
選
挙
法
第
二
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
委
員
会

を
被
告
と
し
て
、
こ
の
決
定
書
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
同
法
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

九

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
�
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委
員
長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ

　

一
三
、
九
三
八

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
�
十
七
号
）
第
七
十
�
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
�
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
�
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
�
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
�
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委
員
長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ

　

一
八
二
、
八
一
四

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
�
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
�
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
�
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委
員
長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ

　

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

　

西
八
代
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
五
�
〇

　

南
巨
摩
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
、
五
七
八

　

中
巨
摩
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
二
二
�

　

南
都
留
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
八
二
二

　

甲
府
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
二
、
一
四
三

　

富
士
吉
田
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
八
二
五

　

都
留
市
・
西
桂
町　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
八
一
八

　

山
梨
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
九
二
八

　

大
月
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
一
九
七

　

韮
崎
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
三
�
五

　

南
ア
ル
プ
ス
市　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
七
二
三

　

北
杜
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
�
二
二

　

甲
斐
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
、
五
四
九

　

笛
吹
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
四
三
�

　

上
野
原
市
・
北
都
留
郡　
　
　
　
　
　

七
、
二
二
九

　

甲
州
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
〇
七
一

　

中
央
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
二
〇
�

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
�
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委
員
長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

一
〇

政
治
資
金
規
正
法
第
�
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

深
呼
吸
の
で
き
る
山
梨

坂　

本　

浩　

臣

野　

島　

昌　

国

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
一
二
五
｜
一

グ
ラ
ン
シ
ェ
ー
ヌ
笛
吹
一
〇
三

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

金
丸
一
元
後
援
会

野　

田　

修　

作

常　

盤　

健　

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
二
七
七

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

小
林
健
太
と
都
留
を
「
大
好
き
な

ま
ち
」
に
す
る
会

小　

林　

健　

太

小　

林　

健　

太

都
留
市
四
日
市
場
八
九
｜
�

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

飯
島
り
き
お
後
援
会

飯　

島　
　
　

実

飯　

島　

好　

子

山
梨
市
市
川
八
二
五
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
十
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
四
日

五
十
嵐
ゆ
う
こ
の
後
援
会

深　

沢　

邦　

秀

功
刀
た
か
こ

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
一
九
二
三

平
成
三
十
一
年

二
月
十
五
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

耐
政
会

赤　

池　

幸　

彦

佐
野
菊
四
郎

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
四
九
九
｜
二

平
成
三
十
一
年

二
月
十
三
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

渡
辺
ま
さ
る
後
援
会

渡　

邉　
　
　

渡　

邊　

和　

雄

富
士
吉
田
市
下
吉
田
七
｜
�
｜
一
�

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

山
梨
県
造
園
建
設
業
政
治
連
盟

帯　

金　

岩　

夫

辻　
　
　

宏　

幸

甲
斐
市
篠
原
二
四
五
�
｜
四

平
成
三
十
一
年

二
月
十
四
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
一
日

わ
か
な
大
介
と
夢
・
希
望
・
甲
府

を
つ
く
る
会

若　

菜　

大　

介

若　

菜　

大　

介

甲
府
市
上
今
井
町
二
七
五
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
二
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
二
日

昭
和
町
の
未
来
を
考
え
る
会

鈴　

木　

幸　

男

鈴　

木　

幸　

男

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
五
九
八

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
�
日

は
く
ふ
う
会

相　

原　
　
　

豊

川　

手　
　
　

真

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
�
三
一

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
�
日

望
月
將
名
後
援
会

若　

林　

勝　

信

望　

月　

和　

子

南
巨
摩
郡
南
部
町
本
郷
一
〇
二
四
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
二
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
�
日

黒
川
た
け
お
後
援
会

仲　

田　

勇　

平

丸　

太　

一　

穂

甲
州
市
塩
山
下
小
田
原
五
八
八
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
�
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
八
日

勝
俣
進
後
援
会

萱　

沼　

俊　

夫

加　

賀　

美　

富
士
吉
田
市
小
明
見
一
｜
一
一
｜
一
八

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日

平
成
三
十
一
年

三
月
四
日

杉
原
き
よ
ひ
と
後
援
会

飯　

室　

道　

男

花　

田　

隆　

貴

笛
吹
市
石
和
町
山
崎
一
三
二
｜
一
五
八

平
成
三
十
一
年

三
月
五
日

平
成
三
十
一
年

三
月
五
日

　

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

一
一

山
梨
県
知
事
長
崎
幸
太
郎
後
援
会

「
幸
進
会
」

深　

澤　

純　

雄

深
澤
純
一
郎

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
五
九
一
一
｜
四

平
成
三
十
一
年

三
月
�
日

平
成
三
十
一
年

三
月
�
日

志
村
た
け
ひ
こ
と
明
日
を
語
る
会

志　

村　

武　

彦

西　

澤　

隆　

二

都
留
市
大
幡
四
二
�
五
｜
二

平
成
三
十
一
年

三
月
七
日

平
成
三
十
一
年

三
月
七
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

全
国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
政
治
連
盟
山
梨

県
支
部

甲
府
市
飯
田
一
｜
四
｜
四

平
成
三
十
年
五

月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

旧

甲
府
市
宝
一
｜
二
一
｜
二
〇

新

小
林
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
一
二
五
｜
一　

グ
ラ
ン
シ
ェ
ー
ヌ
笛
吹
一
〇
三

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

旧

大
月
市
大
月
三
｜
一
｜
�
〇　

岩
崎
ビ
ル
三
Ｆ

新

山
梨
県
知
事
長
崎
幸
太
郎
を
支

援
す
る
長
友
会

甲
府
市
北
口
一
｜
二
｜
一
四　

甲
府
北
口
プ
ラ
ザ
ビ
ル
四
〇

五
号

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

旧

山
梨
県
知
事
後
藤
斎
を
支
援
す

る
会
後
光
会

甲
府
市
北
口
一
｜
二
｜
一
四　

四
〇
五
号

新

清
風
会

古　

屋　

隆　

雄

笛
吹
市
石
和
町
市
部
一
一
一
八

平
成
三
十
一
年

二
月
十
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
四
日

旧

鈴　

木　

慎　

二

笛
吹
市
石
和
町
市
部
七
一
八

新

尾
形
こ
う
し
ょ
う
後
援
会

小　

俣　

喜　

男

志　

村　

春　

男

平
成
三
十
年
十

二
月
二
十
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
五
日

旧

志　

村　

佳　

弘

佐
々
木
春
男

新

白
友
会

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
四
七
九

平
成
三
十
一
年

二
月
四
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
五
日

旧

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
一
五
〇
五

新

山
田
七
穂
後
援
会

小　

屋　

忠　

嗣

平
成
三
十
一
年

一
月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
九
日

旧

早　

川　

頼　

人

新

鈴
の
会

山　

本　

四　

郎

平
成
三
十
一
年

二
月
十
�
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
日

旧

上　

野　

敦　

男

新

上
田
仁
を
支
援
す
る
友
仁
会

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
�
四
八
｜
五

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
一
日

旧

南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
一
二
三
九



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

一
二

平
成
三
十
一
年

二
月
十
�
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
一
日

新

佐
野
和
広
後
援
会

高　

野　

史　

洋

旧

佐　

野　
　
　

毅

新

堀
門
太
後
援
会

中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
一
五
一
三
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日

旧

中
巨
摩
郡
昭
和
町
清
水
新
居
一
�
〇
二
笹
本
ビ
ル
一
｜
Ｂ

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
タ
ク
シ
ー

支
部

雨　

宮　

正　

英

平
成
三
十
年
�

月
二
十
七
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
七
日

旧

大　

木　
　
　

政

新

た
か
の
一
雄
を
囲
む
ク
ラ
ブ

ホ
ー
ク
ス

風　

間　

辰　

男

平
成
三
十
一
年

二
月
十
九
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
七
日

旧

山　

口　

善　

一

新

全
国
小
売
酒
販
政
治
連
盟
山
梨

県
支
部

三　

井　

一　

男

平
成
三
十
年
五

月
三
十
日

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日

旧

進　

藤　

正　

明

新

市
民
の
声
で
明
日
の
富
士
吉
田

を
作
る
会
伊
藤
進
後
援
会

富
士
吉
田
市
下
吉
田
四
｜
一
七
｜
三

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日

平
成
三
十
一
年

三
月
四
日

旧

富
士
吉
田
市
緑
ヶ
丘
二
｜
�
｜
一
五

新

つ
く
し
の
会

小　

尾　

正　

人

清
水
さ
ゆ
り

北
杜
市
高
根
町
村
山
東
割
七
〇
四

平
成
三
十
一
年

三
月
三
日

平
成
三
十
一
年

三
月
五
日

旧

清
水
一
二
三

保　

坂　

行　

美

北
杜
市
高
根
町
蔵
原
一
四
八
八

新

山
梨
県
医
師
連
盟

今　

井　

立　

史

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
八
日

平
成
三
十
一
年

三
月
�
日

旧

手　

塚　

司　

朗

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
Ｊ
Ａ
支
部

長　

田　
　
　

学

平
成
三
十
一
年

二
月
十
五
日

平
成
三
十
一
年

三
月
七
日

旧

關　

本　

得　

郎

新

義
山
会

甲
府
市
和
戸
町
一
二
一
八

平
成
三
十
一
年

三
月
五
日

平
成
三
十
一
年

三
月
八
日

旧

寺
田
義
彦
を
育
て
る
会

甲
府
市
和
戸
町
二
五
五
｜
一

新

佐
藤
茂
樹
後
援
会
大
樹
の
会

河　

野　

一　

男

平
成
三
十
一
年

三
月
四
日

平
成
三
十
一
年

三
月
八
日

旧

末　

木　

徳　

夫

　

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）

区
分

名　
　
　
　
　

称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
種
類

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
公
職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

一
三

新

小
林
ひ
ろ
ゆ
き
後
援
会

該
当
な
し

　

平
成
三
十
一
年

二
月
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
八
日

旧

一
号
団
体
か
つ
二
号
団
体

　

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　
　
　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主　

た　

る　

事　

務　

所　

の　

所　

在　

地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

道
光
会

大　

田　

昌　

博

佐　

藤　

光　

栄

南
都
留
郡
道
志
村
五
九
�
四

平
成
三
十
年
十

二
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
二
日

渡
部
た
も
つ
後
援
会

川　

村　

信　

義

坪　
　
　

武　

弘

南
都
留
郡
西
桂
町
倉
見
七
五
〇

平
成
三
十
年
十

二
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
三
日

光
進
会

小　

林　

義　

光

長　

田　

茂　

夫

都
留
市
上
谷
�
｜
一
二
｜
一

平
成
三
十
一
年

二
月
九
日

平
成
三
十
一
年

二
月
十
四
日

田
中
英
明
後
援
会

田　

中　

英　

明

柴　

田　

喜　

清

上
野
原
市
上
野
原
二
一
二
一
｜
三

平
成
三
十
一
年

二
月
十
八
日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
一
日

は
く
ふ
う
会

相　

原　
　
　

豊

中　

込　

敏　

朗

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
�
三
一

平
成
二
十
七
年

十
二
月
三
十
一

日

平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
五
日

小
林
歳
男
後
援
会

小　

林　

民　

夫

小　

川　
　
　

隆

都
留
市
田
野
倉
八
三
八

平
成
三
十
一
年

一
月
二
十
五
日

平
成
三
十
一
年

三
月
一
日

市
川
あ
さ
つ
ぐ
を
支
援
す
る
朝
友

会

水　

上　

政　

成

小　

沢　

重　

雄

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
高
田
二
�
一
三

平
成
三
十
年
十

二
月
三
十
一
日

平
成
三
十
一
年

三
月
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
�
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第

一
項
第
三
号
の
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委
員
長　
　

中　
　

込　
　

ま　

さ　

ゑ

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
選
挙
管
理
委
員
会

宝
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

山
梨
県
都
留
市
中
津
森
七
百
十
八

番
地

都
留
市
選
挙
管
理
委
員
会

禾
生
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

山
梨
県
都
留
市
古
川
渡
五
百
七
十

七
番
地

都
留
市
選
挙
管
理
委
員
会

　

　

　

盛
里
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

山
梨
県
都
留
市
朝
日
馬
場
三
百
九

番
地

都
留
市
選
挙
管
理
委
員
会



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
�
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
�
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
四
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

一
四
一
四


